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(57)【要約】
【課題】半導体装置における実装時のショート防止およ
びリード脱落防止を図る。
【解決手段】半導体チップ８を支持するタブ５と、半導
体チップ８が樹脂封止されて形成された封止部１２と、
タブ５を支持するタブ吊りリード４と、封止部１２の裏
面の周縁部に露出する被接続部とタブ側の端部に前記被
接続部より薄く形成された肉薄部とを備え、かつ前記被
接続部の封止部１２内に配置されるワイヤ接合面２ｄに
内側溝部２ｅおよび外側溝部２ｆが設けられた複数のリ
ード２と、半導体チップ８のパッド７とリード２とを接
続するワイヤ１０とからなり、リード２の前記肉薄部が
封止用樹脂によって覆われ、かつワイヤ１０が前記被接
続部に対して外側溝部２ｆと内側溝部２ｅとの間で接合
されており、リード２の前記肉薄部と外側溝部２ｆと内
側溝部２ｅとによってリード脱落防止を図る。
【選択図】図４０
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　以下の工程を含む半導体装置の製造方法：
　（ａ）第１面と前記第１面とは反対側の第２面を有するタブと、リードと、を備えたリ
ードフレームを準備する工程；
　（ｂ）前記（ａ）工程の後、前記タブの前記第１面上に半導体チップを搭載する工程；
　（ｃ）前記（ｂ）工程の後、前記タブの前記第２面が樹脂で覆われるように、前記タブ
および前記半導体チップを前記樹脂で封止する工程、
　ここで、
　前記（ａ）工程で準備する前記リードフレームは、以下の工程（ａ１）～（ａ２）によ
り製造されたものである、
　（ａ１）前記タブの前記第１面を受け台によって支持する工程；
　（ａ２）前記（ａ１）工程の後、前記タブの前記第２面にパンチを接触させ、前記タブ
をコイニングすることで、断面視における前記タブの厚さを前記リードの厚さよりも薄く
する工程。
【請求項２】
　前記リードは、第１部分と、断面視において前記第１部分の厚さよりも厚い第２部分と
、を有し、
　前記（ａ２）工程では、前記タブの厚さが前記リードの前記第２部分の厚さよりも薄く
なるように、前記タブをコイニングする、請求項１に記載の半導体装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置に関し、特に、半導体装置の小型化、薄型化、低コスト化および
信頼性の向上に適用して有効な技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の樹脂封止表面実装型半導体装置では、内部導出リードとダイパッドが同一平面に
あるリードフレームを用い、半導体チップとボンディングワイヤあるいはバンプにより電
気的に接続されている内部導出リードの裏面を、半導体装置の外部との電気的接続部分と
して機能する外部電極としている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　また、従来の薄型の樹脂封止型半導体装置は、リードフレームの吊りリードがアップセ
ット処理され、段差部を有しているので、ダイパッド部の下方にも封止樹脂を存在させる
ことができ、薄型ではあるが実質的にリードフレームに対して両面封止型の半導体装置で
あり、両面封止構造であるために信頼性を保つことができるものである（例えば、特許文
献２参照）。
【０００４】
　さらに、従来の樹脂封止型半導体装置は、リードフレームの支持部に搭載された半導体
素子と、この半導体素子の電極とリードフレームのインナーリード部とを接続した金属細
線と、封止樹脂とを備え、支持部がインナーリード部より上方に位置するようにリードフ
レームをアップセット処理したので、支持部の下方にアップセットの段差分の厚さの封止
樹脂が存在し、リードフレームと封止樹脂との密着性を向上させることができる（例えば
、特許文献３参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平５－１２９４７３号公報（図１）
【特許文献２】特開平１０－１８９８３０号公報（図１）
【特許文献３】特開平１１－７４４４０号公報（図１）
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　小型・軽量化が進む電子機器の市場は急激に成長している。こうした状況の中、このよ
うな小型電子機器分野では、ＬＳＩの実装技術の向上、すなわち、高密度実装可能なパッ
ケージ技術の開発が重要な課題となっている。
【０００７】
　また、市場の成長が進むにつれて、生産性の向上、製造コストの低減が求められるよう
になっている。
【０００８】
　このような技術課題に対処しうる第１の技術として、特開平５－１２９４７３号公報（
特許文献１）に開示される技術がある。この技術は、図２９に示すように、内部導出リー
ド３３とタブ３４が同一平面にあるリードフレーム３５を用い、半導体チップ３６とボン
ディングワイヤ３７により電気的に接続されている内部導出リード３３の下面を、半導体
装置の外部との電気的接続部分として機能する外部電極とすることを特徴とする樹脂封止
表面実装型半導体装置である。
【０００９】
　しかしながら、図２９に示した第１の技術の場合、タブ３４の実装基板側が半導体装置
の下面より露出する構造であるため、半導体装置を実装基板に実装した際、タブ３４と実
装基板上の配線とが接触する可能性があり、対応する実装基板部分には配線を形成するこ
とができなく、基板設計の自由度が低下するという問題があった。また、タブ３４の片面
のみを封止材３８で封止した構造であるため、タブ３４と封止材３８との接触面積の低下
により、密着性が損なわれ、半導体装置の信頼性が低下するという問題もあった。
【００１０】
　第２の技術として、特開平１０－１８９８３０号公報（特許文献２）に開示される技術
がある。この技術は、図３０に示すようにリードフレーム３９の吊りリード４０で支持さ
れたタブ４１上に搭載された半導体素子４２と、前記半導体素子４２の上面の電極４３と
インナーリード部４４とを電気的に接続した金属細線４５と、前記半導体素子４２の上面
の金属細線領域を含む半導体素子４２の外囲領域を封止した封止樹脂４６と、前記封止樹
脂４６の底面領域に配列され、前記インナーリード部４４と接続した外部端子４７とより
なる樹脂封止型半導体装置であって、前記吊りリード４０はアップセット処理され、段差
部４８を有し、前記タブ４１の下方にも封止樹脂４６が前記アップセット分の厚みで形成
されていることを特徴とする樹脂封止型半導体装置である。
【００１１】
　この第２の技術は、リードフレーム３９の吊りリード４０がアップセット処理され、段
差部４８を有しているので、タブ４１の下方にも封止樹脂４６を存在させることができ、
実質的にリードフレーム３９に対して両面封止型の半導体装置であり、前記第１の技術よ
りも、信頼性が向上されるというメリットがある。
【００１２】
　また、タブ４１の実装基板側が半導体装置の下面より露出する構造でないため、半導体
装置を実装基板に実装した際、タブ４１と実装基板上の配線とが接触することはなく、実
装基板の設計が自由に行えるというメリットもある。
【００１３】
　なお、タブがアップセット処理（タブ上げ加工）された半導体装置のその他の例として
は、特開平１１－７４４４０号公報（特許文献３）にその技術が開示されている。
【００１４】
　ところが、前記第１の技術では、薄型化を向上させるためにタブの片面のみを封止材で
封止した構造であるため、封止材とタブとの接触面積の低下により、密着性が損なわれ、
半導体装置の信頼性が低下するという問題がある。
【００１５】
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　また、前記第２の技術および特開平１１－７４４４０号公報に記載された技術では、リ
ードフレームに対して両面封止型の半導体装置であり、前記第１の技術よりも、信頼性が
向上されるというメリットはあるが、段差部をアップセット処理で形成するので、第１の
技術ほど半導体装置の薄型化を向上させることはできないという問題やアップセット処理
時に発生するタブロケーションの問題などがある。
【００１６】
　すなわち、従来の第１、第２の技術でも、薄型化と信頼性の向上とを両立することに成
功していないことが本発明者により明らかにされた。
【００１７】
　本発明の目的は、薄型化と高信頼性を両立することができる半導体装置を提供すること
にある。
【００１８】
　さらに、本発明の他の目的は、生産性の向上および製造コストの低減を実現することが
できる半導体装置を提供することにある。
【００１９】
　また、本発明の他の目的は、実装時のショート防止およびリード脱落防止を図ることが
できる半導体装置を提供することにある。
【００２０】
　本発明の前記ならびにその他の目的と新規な特徴は、本明細書の記述および添付図面か
ら明らかになるであろう。
【課題を解決するための手段】
【００２１】
　本願において開示される発明のうち、代表的なものの概要を簡単に説明すれば、以下の
とおりである。
【００２２】
　すなわち、本発明は、タブと、前記タブを支持する複数のタブ吊りリードと、複数のパ
ッドが形成された主面、および前記主面とは反対側の裏面を有し、前記タブ上に搭載され
た半導体チップと、前記半導体チップの周囲に配置された複数のインナーリード部と、前
記半導体チップの複数のパッドと前記複数のインナーリード部とをそれぞれ電気的に接続
する複数のボンディングワイヤと、前記半導体チップ、前記タブ、前記複数のタブ吊りリ
ード、前記複数のインナーリード部、および前記複数のワイヤを封止する封止部と、前記
複数のインナーリード部のそれぞれと一体に形成され、前記封止部から露出する複数のア
ウターリード部と、前記複数のアウターリード部のそれぞれに形成されたＰｂフリー半田
メッキ層と、を含み、前記封止部の一部は、前記半導体チップの前記裏面と接触している
ものである。
【発明の効果】
【００２３】
　本願において開示される発明のうち、代表的なものによって得られる効果を簡単に説明
すれば、以下のとおりである。
【００２４】
　（１）．折り曲げ加工（アップセット加工）により段差部を形成するのではなく、ハー
フエッチング加工により段差部を形成し、そこに封止用樹脂を存在させることができるの
で、薄型構造を実現しながら、タブ、タブ吊りリードを封止用樹脂により封止することが
可能となり、封止用樹脂とタブとの接触面積の低下により、密着性が低下し信頼性が損な
われる課題は解消される。
【００２５】
　（２）．半導体装置の下面からリードの下面を露出させ、それを外部接続用の端子とす
るので、搬送時や実装時等のリードの変形が防止可能となり、信頼性が向上される。
【００２６】
　（３）．リードが、封止部の側面よりほんのわずかしか突出していないので、半導体装
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置の平面寸法の小型化が可能となる。
【００２７】
　（４）．リードは、露出されている下面よりも封止されている上面の面積が広く形成さ
れているので、封止用樹脂との接着面は上面と側面のみであるが、密着性が十分に確保す
ることができ、信頼性を保つことができる。
【００２８】
　（５）．マトリクスリードフレームの段差部は、従来のように金属板を打ち抜き加工又
はエッチングによってパターンニングした後に後加工で形成するものではなく、パターン
ニングとハーフエッチング加工とを同時に行うものであるためマトリクスリードフレーム
の製造コストが低減される。
【００２９】
　（６）．マトリクスリードフレームは、従来のようにパターンニング後のマトリクスリ
ードフレームに対して折り曲げ加工を行うが必要がないため、曲げ加工に起因するタブロ
ケーション等の問題の発生を防止することが可能となる。
【００３０】
　（７）．従来のように半導体装置の外部端子に対して曲げ加工を行う必要がないため工
程数が低減され、工程管理が容易になり生産性を向上することができる。
【００３１】
　（８）．すべての工程において、既存の半導体製造装置の転用が可能であり新規設備投
資をほとんど行う必要がないという利点がある。
【００３２】
　（９）．リードの内端部の下面にハーフエッチング加工によって段差部を形成し、その
段差部を封止用樹脂により封止するので、その形状やリードピッチを半導体チップの大き
さやそのパッド数に応じて最適な形状に設計することができる。
【００３３】
　（１０）．タブ吊りリードにおけるタブの支持部が露出部より薄く形成されていること
により、支持部を封止部に埋め込むことができ、したがって、封止部の裏面のコーナ部の
端部のみに露出部を露出させた構造にすることができる。これにより、封止部の裏面にお
いてタブ吊りリードの露出部と、これに隣接するリードとのクリアランスを大きく形成す
ることができ、かつ、タブが封止部に埋め込まれているため、半導体装置を実装基板など
に実装した際のショートを防止することができる。
【００３４】
　（１１）．タブ吊りリードにおいて露出部が支持部より厚いことにより、露出部には封
止用樹脂が配置されないため、タブ吊りリードの切断時に封止用樹脂を含まない露出部の
金属のみを切断することになり、その結果、タブ吊りリード切断における切断性を向上で
きる。
【００３５】
　（１２）．タブを介して複数のタブ吊りリードが連結されていることにより、タブとタ
ブ吊りリードとが一体に繋がり、かつそのチップ支持側の面が繋がった平坦な面によって
形成されるため、タブ自体の平面度を向上できる。その結果、半導体チップのタブへのボ
ンディング時の搭載を容易にできるとともに、チップ接合性を向上できる。
【００３６】
　（１３）．タブと半導体チップとが半導体チップの表面電極より内側の箇所で接合され
ていることにより、ワイヤボンディング時に、ボンディングステージによって半導体チッ
プの裏面の端部付近を支持することができる。したがって、ワイヤボンディング時に適切
な超音波や熱をボンディングワイヤに印加することができ、これにより、ワイヤボンディ
ングの信頼性や接合性を向上できる。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】本発明の実施の形態１の半導体装置の構造の一例を示す外観斜視図である。
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【図２】図１に示す半導体装置の底面図である。
【図３】本発明の実施の形態１の単位リード部の構造の一例を示す平面図である。
【図４】図３に示す単位リード部のＡ－Ａ切断線における断面図である。
【図５】図３に示す単位リード部のＢ－Ｂ切断線における断面図である。
【図６】図１に示す半導体装置の構造の一部を破断してその内部構造を示す平面図である
。
【図７】図６に示す半導体装置のＣ－Ｃ切断線における断面図である。
【図８】図６に示す半導体装置のＤ－Ｄ切断線における断面図である。
【図９】図６に示す半導体装置のＥ－Ｅ切断線における断面図である。
【図１０】（ａ),（ｂ),（ｃ),（ｄ),（ｅ) は本発明の実施の形態１の半導体装置の製造
方法の一例を示す断面フロー図である。
【図１１】本発明の実施の形態１の半導体装置の製造に用いられるマトリクスリードフレ
ームの構造の一例を示す平面図である。
【図１２】図１１に示すマトリクスリードフレームの単位リードフレームの構造を示す要
部拡大平面図である。
【図１３】図１１に示すマトリクスリードフレームの単位リードフレームの構造を示す要
部拡大裏面図である。
【図１４】図１２に示す単位リードフレームのＦ－Ｆ切断線における断面図である。
【図１５】図１２に示す単位リードフレームのＧ－Ｇ切断線における断面図である。
【図１６】本発明の実施の形態１の半導体装置のダイボンディング工程においてタブに接
着剤を塗布する方法を示す部分断面図である。
【図１７】本発明の実施の形態１の半導体装置のダイボンディング工程においてタブ上に
半導体チップを搭載する方法を示す部分断面図である。
【図１８】本発明の実施の形態１の半導体装置のワイヤボンディング方法を示す部分断面
図である。
【図１９】本発明の実施の形態１の半導体装置の樹脂封止工程において金型とマトリクス
リードフレームとを位置合わせした状態を示す部分断面図である。
【図２０】本発明の実施の形態１の半導体装置の樹脂封止工程において金型を型締めした
状態を示す部分断面図である。
【図２１】本発明の実施の形態１の半導体装置の樹脂封止工程において金型を型開きした
状態を示す部分断面図である。
【図２２】本発明の実施の形態１の半導体装置を実装基板へ実装した状態を示す外観斜視
図である。
【図２３】図２２のＨ－Ｈ切断線における断面図である。
【図２４】本発明の実施の形態２の単位リード部の構造の一例を示す平面図である。
【図２５】図２４に示す単位リード部のＩ－Ｉ切断線における断面図である。
【図２６】図２４に示す単位リード部のＪ－Ｊ切断線における断面図である。
【図２７】本発明の実施の形態２の半導体装置の構造の一部を破断してその内部構造を示
す平面図である。
【図２８】図２７に示す半導体装置のＫ－Ｋ切断線における断面図である。
【図２９】第１の従来技術の半導体装置の断面図である。
【図３０】第２の従来技術の半導体装置の断面図である。
【図３１】本発明の実施の形態３における半導体装置の一例を封止部を破断してその内部
構造を示す平面図である。
【図３２】図３１に示す半導体装置のＬ－Ｌ切断線における断面図である。
【図３３】図３１に示す半導体装置の組み立て手順の一例を示すプロセスフロー図である
。
【図３４】（ａ),（ｂ),（ｃ),（ｄ),（ｅ) は図３１に示す半導体装置の組み立てにおけ
る主要工程ごとの構造の一例を示す断面フロー図である。
【図３５】本発明の実施の形態４の半導体装置の構造の一例を示す外観斜視図である。
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【図３６】図３５に示す半導体装置の構造を示す底面図である。
【図３７】図３５に示す半導体装置のＭ－Ｍ切断線における断面図である。
【図３８】図３５に示す半導体装置のＮ－Ｎ切断線における断面図である。
【図３９】図３５に示す半導体装置の組み立てにおけるワイヤボンディング時の状態の一
例を示す部分断面図である。
【図４０】本発明の実施の形態５の半導体装置におけるモールド終了時の構造の一例を封
止部を透過してその内部を示す部分平面図である。
【図４１】図４０に示す半導体装置のＰ－Ｐ切断線における断面図である。
【図４２】図４０に示す半導体装置の組み立てに用いられるリードフレームの構造の一例
を示す部分平面図である。
【図４３】図４１のＴ部の構造を示す拡大部分断面図である。
【図４４】図４１のＴ部におけるリード切断方法の一例を示す拡大部分断面図である。
【図４５】図４０のＱ部のリード構造を示す図であり、（ａ）は底面図、（ｂ）は平面図
、（ｃ）は溝部断面図、（ｄ）は（ｂ）のＵ－Ｕ切断線における断面図、（ｅ）は（ｂ）
のＶ－Ｖ切断線における断面図である。
【図４６】図４０のＱ部のリード構造の変形例を示す平面図である。
【図４７】図４０のＲ部の構造を示す拡大部分平面図である。
【図４８】図４０のＳ部の構造を示す図であり、（ａ）は拡大部分平面図、（ｂ）は（ａ
）のＸ－Ｘ切断線における断面図である。
【図４９】図４８（ａ）のＷ部の構造を示す図であり、（ａ）は拡大部分底面図、（ｂ）
は（ａ）の溝部断面図である。
【図５０】本発明の実施の形態８の半導体装置の構造の一例を示す図であり、（ａ）は平
面図、（ｂ）は側面図、（ｃ）は底面図である。
【図５１】図５０（ｃ）のＹ部の構造を示す拡大部分底面図である。
【図５２】本発明の実施の形態９の半導体装置におけるモールド終了時の構造の一例を封
止部を透過してその内部を示す部分平面図である。
【図５３】図５２に示す半導体装置のＺ－Ｚ切断線における断面図である。
【図５４】図５３のＡＢ部の構造を示す拡大部分断面図である。
【図５５】図５３のＡＢ部のリード切断方法の一例を示す拡大部分断面図である。
【図５６】（ａ),（ｂ),（ｃ),（ｄ) は本発明の半導体装置の組み立てに用いられるリー
ドフレームの加工方法の一例であるエッチング方法を示す部分断面図である。
【図５７】（ａ),（ｂ),（ｃ),（ｄ) は本発明の半導体装置の組み立てに用いられるリー
ドフレームの加工方法の一例であるエッチング方法を示す部分断面図である。
【図５８】（ａ),（ｂ),（ｃ),（ｄ) は本発明の半導体装置の組み立てに用いられるリー
ドフレームの加工方法の一例であるエッチング方法を示す部分断面図である。
【図５９】（ａ),（ｂ),（ｃ) は本発明の半導体装置の組み立てに用いられるリードフレ
ームの加工方法の一例であるプレス方法を示す部分断面図である。
【図６０】（ａ),（ｂ),（ｃ) は本発明の半導体装置の組み立てに用いられるリードフレ
ームの加工方法の一例であるプレス方法を示す部分断面図である。
【図６１】（ａ),（ｂ),（ｃ) は本発明の半導体装置の組み立てに用いられるリードフレ
ームの加工方法の一例であるプレス方法を示す部分断面図である。
【図６２】本発明の変形例の半導体装置におけるモールド終了時の構造を封止部を透過し
てその内部を示す部分平面図である。
【図６３】図６２の変形例の半導体装置のＣＣ－ＣＣ切断線における断面図である。
【図６４】本発明の変形例の半導体装置におけるモールド終了時の構造を封止部を透過し
てその内部を示す部分平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００３８】
　以下の実施の形態では特に必要なとき以外は同一または同様な部分の説明を原則として
繰り返さない。
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【００３９】
　さらに、以下の実施の形態では便宜上その必要があるときは、複数のセクションまたは
実施の形態に分割して説明するが、特に明示した場合を除き、それらはお互いに無関係な
ものではなく、一方は他方の一部または全部の変形例、詳細、補足説明などの関係にある
。
【００４０】
　また、以下の実施の形態において、要素の数など（個数、数値、量、範囲などを含む）
に言及する場合、特に明示した場合および原理的に明らかに特定の数に限定される場合な
どを除き、その特定の数に限定されるものではなく、特定の数以上でも以下でも良いもの
とする。
【００４１】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、実施の形態を説明
するための全図において、同一の機能を有する部材には同一の符号を付し、その繰り返し
の説明は省略する。
【００４２】
　（実施の形態１）
　図１は本実施の形態１の半導体装置の外観斜視図、図２はその半導体装置の底面図（下
面側）、図３は実施の形態１の単位リード部（詳細は後述する）の平面図であり、図３で
は破線が封止領域を示している。図４は図３の単位リード部のＡ－Ａ切断線における断面
図、図５は図３の単位リード部のＢ－Ｂ切断線における断面図、図６は図１の半導体装置
の構造の一部を破断してその内部構造を示す平面図、図７は図６の半導体装置のＣ－Ｃ切
断線における断面図、図８は図６の半導体装置のＤ－Ｄ切断線における断面図、図９は図
６の半導体装置のＥ－Ｅ切断線における断面図である。
【００４３】
　本実施の形態１の半導体装置１は、図１、図２に示すように、外部接続用の端子として
リード２の一部が半導体装置の下面側周縁に露出する構造を有する面実装型の半導体装置
である。その半導体装置１は、銅系や鉄系からなり任意の形状に加工された薄板を備えて
いる。この薄板は、図３、図４、図５に示すように中央部に４本の吊りリード（以下、タ
ブ吊りリード４と称する。）により支持（タブ吊りリード４と一体に形成）されるタブ（
チップ支持部）５と、そのタブ５の周縁近傍に、前記タブ５を囲むように複数のリード２
とを有する。以下、この薄板を単位リード部３と称する。
【００４４】
　前記タブ吊りリード４（外端部は除く）およびタブ５の下面側は、エッチング加工が施
され単位リード部３の他の部分の約半分の厚さとなっている。この加工は、一般的にハー
フエッチング加工と称されている。このように本実施の形態１の単位リード部３は、下面
側にハーフエッチング加工による段差部６を有する。前記単位リード部３のタブ５の上面
（一主面）には、図６、図７、図８に示すようにマイコン、ＡＳＩＣ（Application Spec
ific Integrated Circuit)、ゲートアレイ、システムＬＳＩ（Large Scale Integration)
、メモリなどの所定の集積回路およびこれら集積回路の外部端子となるＡｌ等からなる複
数のパッド７が形成された半導体チップ８が、集積回路を上にした状態で非導電性ペース
ト又は非導電性フィルム等の接着剤９により固定されている。
【００４５】
　この半導体チップ８の各パッド７は、ＡｕやＡｌ等からなる導電性のワイヤ１０を介し
て前記リード２の一主面と電気的に接続されている。前記半導体チップ８、ワイヤ１０、
タブ５、タブ吊りリード４、リード２（上面部および側面部）は、保護、耐湿性の向上を
目的にエポキシ樹脂やシリコン樹脂等の封止用樹脂１１により封止されている。ただし、
リード２の下面部（他の主面）は、外部接続用の端子として半導体装置の下面側に露出さ
れている。
【００４６】
　以下、封止用樹脂１１で封止されている部分を封止部１２と称する。前記リード２は、
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図９に示すように、封止部１２からの抜け防止のため、露出されている下面よりも封止さ
れている上面の面積が広くなるように形成されている。
【００４７】
　また、耐湿性の向上および半導体装置１を実装基板へ実装する際の実装性の向上を目的
に半導体装置から露出されるリード２にはＰｂ－Ｓｎ系半田による半田メッキ処理などの
外装処理が施されている。
【００４８】
　以下、外装処理により形成された薄膜をメッキ部１３と称する。前記外装処理は、Ｓｎ
－Ａｇ系、Ｓｎ－Ｚｎ系等のＰｂフリー半田によるメッキ処理でも良い。前記メッキ部の
厚さは１０μｍ程度とすることで、半導体装置１は、封止部１２の下面よりメッキ部１３
の厚さ分のスタンドオフが確保される。図２、図４において、メッキ部１３は便宜上省略
する。
【００４９】
　このように本実施の形態の半導体装置１は、従来のように、折り曲げ加工（アップセッ
ト加工）により段差部６を形成したのではなく、ハーフエッチング加工により段差部６を
形成し、そこに封止用樹脂１１を存在させることができるので、薄型構造を実現しながら
、タブ５、タブ吊りリード４を封止用樹脂１１により封止することが可能となり、封止用
樹脂１１とタブ５との接触面積の低下により、密着性が低下し信頼性が損なわれる課題は
解消される。
【００５０】
　また、半導体装置１の封止部１２の下面からリード２の下面を露出させ、それを外部接
続用の端子とするので、搬送時や実装時等のリードの変形が防止可能となり、信頼性が向
上される。また、リード２が、封止部１２の側面よりほんのわずかしか突出していないの
で、半導体装置１の平面寸法の小型化が可能となる。また、前記リード２は、露出されて
いる下面よりも封止されている上面の面積が広く形成されているので、封止用樹脂１１と
の接着面は上面と側面のみであるが、密着性が十分に確保することができ、信頼性を保つ
ことができる。
【００５１】
　次に、上述した本実施の形態１の半導体装置１の製造方法の一例を図１０の断面フロー
図および図１１～図２１を用いて説明する。
【００５２】
　図１１は前記実施の形態１の半導体装置１の製造に用いられるマトリクスリードフレー
ムの平面図、図１２は図１１のマトリクスリードフレームの単位リードフレーム（詳細は
後述する。）の要部拡大平面図（上面側）、図１３は図１１のマトリクスリードフレーム
の単位リードフレームの要部拡大裏面図（下面側）、図１４は図１２のＦ－Ｆ切断線にお
ける断面図、図１５は図１２のＧ－Ｇ切断線における断面図である。
【００５３】
　マトリクスリードフレーム１４は、銅系や鉄系からなる金属板をエッチングによってパ
ターンニングすることによって形成される。図１１に示すようにマトリクスリードフレー
ム１４には、半導体装置１個分に対応する領域（以下、単位リードフレーム１５と称する
）が一定の間隔で例えば長辺方向に５列、短辺方向に２列の合計１０個づつ形成されてい
る。
【００５４】
　また、各単位リードフレーム１５の周縁には、製造工程内でマトリクスリードフレーム
１４に加わる応力を緩和するためのスリット（以下、応力緩和スリット１６と称する。）
が形成され、また、マトリクスリードフレーム１４の長辺には、製造工程で保持や位置合
わせ用のピンとして使用されるガイドピン１７が形成されている。
【００５５】
　図１２、図１３に示すように、単位リードフレーム１５の中央部には、４本のタブ吊り
リード４により支持されたタブ５があり、タブ５の周縁近傍にタブ５を囲むように複数の
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リード２が存在し、これらは枠により支持されている。前記タブ吊りリード４（外端部は
除く）およびタブ５の下面側は、ハーフエッチング加工が施され、単位リードフレーム１
５の他の部分の約半分の厚さとなっている。　このように実施の形態１の単位リードフレ
ーム１５は、図１４、図１５に示すように下面側に段差部６を有する。この段差部６は、
従来のように打ち抜き又はエッチングによってパターンニングした後に別工程で形成する
もの（以下、後加工と称する）でなく、パターンニングとハーフエッチング加工とを同時
に行うものであるためマトリクスリードフレーム１４の製造コストが低減される。また、
実施の形態１のマトリクスリードフレーム１４は、従来のようにパターンニング後のマト
リクスリードフレームに対して折り曲げ加工を行う必要がないため、曲げ加工に起因する
タブロケーション等の問題の発生を防止することが可能となる。
【００５６】
　次に、図１１～図１５に示されるマトリクスリードフレーム１４を用いた製造工程を説
明する。
【００５７】
　図１６はタブに接着剤を塗布する方法を示す部分断面図、図１７はタブ上に半導体チッ
プを搭載する方法を示す部分断面図、図１８はワイヤボンディング方法を示す部分断面図
、図１９は樹脂封止工程において金型とマトリクスリードフレームとを位置合わせした状
態を示す部分断面図、図２０は樹脂封止工程において金型を型締めした状態を示す部分断
面図、図２１は樹脂封止工程において金型を型開きした状態を示す部分断面図である。
【００５８】
　始めに、図１０の（ａ）に示すように、マトリクスリードフレーム１４の各タブ５に導
電性ペースト、非導電性ペーストまたは非導電性フィルム等の接着剤９により半導体チッ
プ８を固着する。まず、図１６に示すように、シリンジ１８により各タブ５上に接着剤９
を塗布し、その後、図１７に示すようにコレット１９により接着剤９が塗布された各タブ
５上に半導体チップ８を搭載する。以下、この工程をダイボンディング工程と称する。
【００５９】
　次に、図１０の（ｂ）に示すように、半導体チップ８の各パッド７とそれに対応するリ
ード２とをＡｕ等からなる導電性のワイヤ１０で電気的に接続する。まず、図１８に示す
ように、半導体チップ８が搭載されたマトリクスリードフレーム１４を高温に加熱したボ
ンディングステージ２０上に固定する。次に、固定した状態でＡｕ等からなるワイヤ１０
で、半導体チップ８の各パッド７とそれに対応する単位リードフレーム１５の各リード２
とをキャピラリ２１を用いて電気的に接続する。以下、この工程をワイヤボンディング工
程と称する。
【００６０】
　次に、図１０の（ｃ）に示すように、半導体チップ８、ワイヤ１０、タブ５、タブ吊り
リード４（図示せず）およびリード２の上面および側面領域をトランスファーモールド法
によりエポキシ樹脂やシリコン樹脂等の封止用樹脂１１で封止する。まず、図１９に示す
ように、ワイヤボンディング後のマトリクスリードフレーム１４をトランスファーモール
ド装置の下金型２２の所定の位置に搭載し、上金型２３と下金型２２とを型締めする。型
締めした両金型の合わせ面には、各単位リードフレーム１５毎に半導体チップ８、ワイヤ
１０、タブ５、タブ吊りリード４（図示せず）、リード２（上面部および側面部）が封止
用樹脂１１で封止されるような空間（以下、キャビティ２４と称する。）が形成される。
【００６１】
　次に、図２０に示すように、金型を型締めした状態で、樹脂流路であるランナ２５およ
びゲート２６を介して前記各キャビティ２４に封止用樹脂１１を充填する。充填された封
止用樹脂１１は、ハーフエッチング加工されたタブ５およびタブ吊りリード４（図示せず
）の下面の段差部６に回り込み半導体チップ８、ワイヤ１０、タブ５、タブ吊りリード４
（図示せず）、リード２（上面部および側面部）を確実に気密封止する。この時、前記リ
ード２の下面と封止部１２の下面とは同一平面となり、リード２の下面は封止部１２の下
面から露出される。
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【００６２】
　また、前記リード２の外端部は、切断工程で切断し易いように封止部１２の側面から突
出させておくことが望ましい。その後、図２１に示すように、金型を型開きする。以下、
この工程を樹脂封止工程と称する。また、上述の樹脂封止工程ではトランスファーモール
ド方法による封止方法を説明したが、耐熱性のシートを上金型２３と下金型２２の表面に
均一に延ばした状態を維持しながら樹脂封止するシートモールド方法で行っても良い。こ
の場合、リード２は、前記シートにめり込んだ分だけ封止部１２より突出する。
【００６３】
　次に、図１０の（ｄ）に示すように、耐湿性の向上および半導体装置を実装基板へ実装
する際の実装性の向上を目的に封止部１２から露出されるリード２の外装処理を行う。前
記外装処理は、Ｐｂ－Ｓｎ系半田による半田メッキ処理が望ましいが、Ｓｎ－Ａｇ系、Ｓ
ｎ－Ｚｎ系等のＰｂフリー半田によるメッキ処理でも良い。前記メッキ部１３の厚さは１
０μｍ程度とすることで、半導体装置１は、メッキ部１３の厚さ分のスタンドオフが確保
される。以下、この工程を外装処理工程と称する。
【００６４】
　次に、図１０の（ｅ）に示すように、マトリクスリードフレーム１４を各封止部１２よ
りやや外側の位置で切断金型（図示せず）を使用し、切断して複数の単位リード部３（単
位リードフレーム１５から枠を除いた部分）に分割することで図１に示すような半導体装
置１が得られる。以下、この工程を切断工程と称する。
【００６５】
　上記のように製造された半導体装置１は、所定の検査により良品と不良品とに選別され
出荷される。このように、上述の製造方法は、従来のように半導体装置の外部端子に対し
て曲げ加工を行う必要がないため工程数が低減され、工程管理が容易になり生産性を向上
することができる。また、すべての工程において、既存の半導体製造装置の転用が可能で
あり新規設備投資をほとんど行う必要がないという利点がある。
【００６６】
　なお、上記した製造方法では、半田メッキ処理による外装処理を説明したが、これに限
定されるものではなく、予め、半導体装置から露出されるリード領域にＰｄメッキ処理等
の外装処理を行ったマトリクスリードフレーム１４を用意しても良い。この場合、半導体
装置１の製造工程で外装処理を行う必要がないため工程数が減少し生産性が向上される。
【００６７】
　また、上述の切断工程では、切断金型による切断方法を説明したが、半導体チップをウ
エハから分割すると同様、マトリクスリードフレーム１４の下面にダイシングテープを貼
り付けた後、ダイシングブレードを使って、各単位リード部３に切断しても良い。この場
合、切断金型で切断する場合と比べて装置の構造上制約がないため封止部１２の近傍で切
断することが可能となり、単位リードフレーム１５同士の隙間を狭くすることができ、マ
トリクスリードフレーム１４の利用効率を向上することができる。また、この場合、リー
ド２は、封止部１２の側面より突出していないため、切断金型で切断する場合と比べて半
導体装置の平面寸法の小形化が可能になる。
【００６８】
　また、上記した製造方法では、ハーフエッチング加工により段差部６が形成されたマト
リクスリードフレーム１４を用意したが、必ずしもこれに限定されるものではなくコイニ
ング加工によって段差部６が形成されたマトリクスリードフレーム１４を用意しても良い
。
【００６９】
　図２２は本実施の形態１の半導体装置を実装基板へ実装した状態を示す外観斜視図、図
２３は図２２のＨ－Ｈ切断線における断面図である。この半導体装置１を実装基板２７に
実装するには、半導体装置１の封止部１２の下面のリード２と対応する実装基板２７の配
線２８上にクリーム半田等の接合材２９を塗布し、半導体装置１を接合材２９が塗布され
た実装基板２７の配線２８に仮付けした後、加熱炉（図示せず）でリフローすれば良い。
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【００７０】
　実施の形態１の半導体装置１は、図２３に示すように、実装時の高さは１ｍｍ前後と大
変薄く、しかも平面寸法はＱＦＰ（Quad Flat Package)に代表される封止部の側面からリ
ードが突出しているパッケージに比べて遥かに小さいことから、高密度実装が実現可能と
なる。また、従来のようにタブが半導体装置の下面から露出していないため、タブと実装
基板上の配線とのショートを防止することが可能となる。
【００７１】
　（実施の形態２）
　図２４は実施の形態２の単位リード部の平面図である。なお、図２４においては、破線
が封止領域を示している。図２５は図２４の単位リード部のＩ－Ｉ切断線における断面図
、図２６は図２４の単位リード部のＪ－Ｊ切断線における断面図、図２７は、実施の形態
２の半導体装置の構造の一部を破断してその内部構造を示す平面図、図２８は図２７の半
導体装置のＫ－Ｋ切断線における断面図である。
【００７２】
　実施の形態１と実施の形態２との違いは、実施の形態１では、タブ吊りリード４（ただ
し、外端部は除く）およびタブ５の下面側に段差部６を有するので、そのタブ５およびタ
ブ吊りリード４を封止用樹脂１１により封止することが可能な構造であったが、本実施の
形態２では、タブ吊りリード４（ただし、外端部は除く）、タブ５の下面側に加え、リー
ド２のタブ５側の先端部（以下、内端部３１と称する。）にも段差部６を有するので、そ
のタブ５、タブ吊りリード４に加え、リード２の内端部３１も封止用樹脂１１により封止
することが可能である。この点以外は実施の形態１とほぼ同様であるため、相違する点の
み説明し、同様の点については説明を省略する。
【００７３】
　図２４、図２５、図２６に示すように、実施の形態２の単位リード部３は、中央部に４
本のタブ吊りリード４により支持されているタブ５を有し、そのタブ５の周縁近傍に、前
記タブ５を囲むように複数のリード２が存在する。前記タブ吊りリード４（ただし、外端
部は除く）、タブ５、複数のリード２の内端部３１の下面は、ハーフエッチング加工が施
され、単位リード部３の他の部分の約半分の厚さとなっている。
【００７４】
　また、リード２とタブ吊りリード４との接触防止のため、タブ吊りリード４に最も近接
する各リード２のタブ吊りリード４と対面する角部３２は面取り加工が施されている。図
２７、図２８に示すように、前記単位リード部３のタブ５上には半導体チップ８が非導電
性ペースト又は非導電性フィルム等の接着剤９により固定されている。この半導体チップ
８の各パッド７は、ＡｕやＡｌ等からなる導電性のワイヤ１０を介して前記複数のリード
２と電気的に接続されている。
【００７５】
　なお、半導体チップ８、ワイヤ１０、タブ５、タブ吊りリード４、リード２（上面部お
よび側面部および内端部の下面）は、保護、耐湿性の向上を目的にエポキシ樹脂やシリコ
ン樹脂等の封止用樹脂１１により封止されている。ただし、リード２の外端部３０の下面
は、外部接続用の端子として半導体装置１の下面側に露出されている。このように実施の
形態２の半導体装置１は、リード２の内端部３１の下面にハーフエッチング加工により段
差部６を形成し、その段差部６を封止用樹脂１１により封止するので、リード２の内端部
３１が比較的自由な形状をとることが可能となった。
【００７６】
　すなわち、封止部１２より露出されるリード２の下面は、日本電子機械工業会（Electr
onic Industries Association of Japan: EIAJ）などにより規格化されており、その形状
は限定されてしまうが、封止部１２内のリード２に関しては、規格化されておらずその形
状やリードピッチを、半導体チップ８の大きさ、そのパッド数に応じて最適な形状に設計
することができる。
【００７７】
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　本実施の形態２は、ハーフエッチング加工により形成された段差部６を有する点、そこ
に封止用樹脂１１を存在させることができる点、半導体装置１の下面からリード２の下面
を露出させ、それを外部接続用の端子とする点、リード２が封止部１２の側面よりほんの
わずかしか突出していない点で実施の形態１と同様の効果が得られる他に、リード２の内
端部３１の下面にハーフエッチング加工により段差部６を形成し、その段差部６を封止用
樹脂１１により封止するので、リード２の内端部３１はその形状やリードピッチを、半導
体チップ８の大きさ、そのパッド数に応じて最適な形状に設計することができる。
【００７８】
　（実施の形態３）
　図３１は本発明の実施の形態３における半導体装置の一例を封止部を破断してその内部
構造を示す平面図、図３２は図３１に示す半導体装置のＬ－Ｌ切断線における断面図、図
３３は図３１に示す半導体装置の組み立て手順の一例を示すプロセスフロー図、図３４（
ａ）～（ｅ）は図３１に示す半導体装置の組み立てにおける主要工程ごとの構造の一例を
示す断面フロー図である。
【００７９】
　本実施の形態３の半導体装置は、実施の形態２で説明した半導体装置と同様のものであ
り、封止部１２の裏面（半導体装置実装側の面）１２ａの周縁部に複数のリード２が配置
されたペリフェラル形のＱＦＮ（Quad Flat Non-leaded Package) ４９である。
【００８０】
　したがって、ここでは、ＱＦＮ４９の特徴部分のみについて説明し、実施の形態２との
重複部分の説明については省略する。
【００８１】
　ＱＦＮ４９の構造は、半導体チップ８を支持するタブ５と、半導体チップ８が樹脂封止
されて形成された封止部１２と、タブ５を支持するタブ吊りリード４と、タブ５の周囲に
配置されるとともに封止部１２の裏面１２ａに露出し、かつ厚さ方向に対して段差を形成
する肉厚部２ａとこれより薄い肉薄部２ｂとを備えた複数のリード２と、半導体チップ８
のパッド（表面電極）７とこれに対応するリード２とを接続する接続部材であるワイヤ１
０と、半導体チップ８とタブ５とを接合する銀ペーストなどの接着剤９とからなる。
【００８２】
　すなわち、図３１および図３２に示すＱＦＮ４９において、その封止部１２の裏面１２
ａの周縁部に配置される各リード２に、肉厚部２ａと肉薄部２ｂとが設けられ、かつリー
ド２の肉厚部２ａが封止部１２の裏面１２ａの周縁部に露出するとともに、肉薄部２ｂが
封止用樹脂１１によって覆われている。
【００８３】
　つまり、リード２には、肉厚部２ａに比べて厚さの薄い肉薄部２ｂが形成されており、
そのうち、ワイヤ１０が接続される肉薄部２ｂは、封止部１２に埋め込まれてインナリー
ドの役割を成し、一方、肉厚部２ａは、その封止部１２の裏面１２ａに露出する面が被接
続部２ｃとなってアウタリードの役割を成す。
【００８４】
　また、ＱＦＮ４９においては、タブ５が複数のタブ吊りリード４によって支持されると
ともに、後述する実施の形態４の図３７に示すように、タブ吊りリード４が、タブ５を支
持する支持部４ａと、これに連結しかつ封止部１２の裏面１２ａに露出する露出部４ｂと
を備え、さらに、露出部４ｂより支持部４ａが薄く形成されている。
【００８５】
　また、これら複数のタブ吊りリード４がタブ５を介して連結されているとともに、タブ
吊りリード４の露出部４ｂとリード２の肉厚部２ａとが同じ厚さに形成されている。
【００８６】
　すなわち、複数のタブ吊りリード４のそれぞれが、タブ５に繋がりかつこのタブ５とほ
ぼ同じ厚さの支持部４ａと、この支持部４ａと連結しかつ支持部４ａより厚い露出部４ｂ
とからなり、複数のタブ吊りリード４がタブ５を介して一体となって繋がっている。した
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がって、タブ吊りリード４には厚い箇所（露出部４ｂ）と、薄い箇所（支持部４ａ）とに
よる段差が設けられており、複数のタブ吊りリード４がタブ５を介して繋がった状態とな
っている。
【００８７】
　これにより、タブ吊りリード４における支持部４ａは、封止部１２内に埋め込まれ、露
出部４ｂは、封止部１２の裏面１２ａのコーナ部の端部に露出している。
【００８８】
　なお、ＱＦＮ４９のリード２における肉厚部２ａと肉薄部２ｂとによる段差の加工（肉
薄部２ｂを形成する加工）、およびタブ吊りリード４における支持部４ａと露出部４ｂと
による段差の加工（支持部４ａを形成する加工）は、例えば、後述する実施の形態１１の
エッチング加工（ハーフエッチング加工）あるいは実施の形態１１のコイニング加工など
のプレス加工によって行うことができる。
【００８９】
　次に、ＱＦＮ４９の組み立て方法を図３３に示すプロセスフロー図および図３４に示す
断面フロー図にしたがって説明する。
【００９０】
　まず、半導体チップ８を支持可能なタブ５と、タブ５を支持する支持部４ａおよびこれ
に連結するとともに支持部４ａより厚い露出部４ｂを備えたタブ吊りリード４と、タブ５
の周囲に配置されるとともに厚さ方向に対して段差を形成する肉厚部２ａおよびこれより
薄い肉薄部２ｂを備えた複数のリード２とを有するリードフレームであるマトリクスリー
ドフレーム１４（図１１参照）を準備する（ステップＳ１）。
【００９１】
　続いて、タブ５に接着剤９を塗布した後、図３４（ａ）に示すように、タブ５と半導体
チップ８とを接合する。すなわち、タブ５上に塗布した接着剤９を介してタブ５に半導体
チップ８を固定するダイボンディングを行う（ステップＳ２）。
【００９２】
　さらに、図３４（ｂ）に示すように、半導体チップ８のパッド７とこれに対応するリー
ド２とを接続部材であるワイヤ１０によって接続するステップＳ３に示すワイヤボンディ
ングを行う。
【００９３】
　ここでは、半導体チップ８のパッド７とこれに対応するリード２の肉薄部２ｂとを金線
などのワイヤ１０を用いたワイヤボンディングによって接続する。
【００９４】
　その後、ステップＳ4 に示すモールドを行って図３４（ｃ）に示すように、封止部１２
を形成する。
【００９５】
　前記モールドの際には、タブ５のチップ支持面５ａと反対側の面（以降、裏面５ｂとい
う）に封止用樹脂１１を回り込ませるとともにリード２の肉薄部２ｂおよびタブ吊りリー
ド４の支持部４ａを封止用樹脂１１によって覆い、かつ裏面１２ａに複数のリード２の肉
厚部２ａおよびタブ吊りリード４の露出部４ｂを周縁部に配置して半導体チップ８を樹脂
モールドする。
【００９６】
　これにより、半導体チップ８およびワイヤ１０、さらに、タブ５、かつ、タブ５を支持
する支持部４ａおよびリード２の肉薄部２ｂが封止部１２に埋め込まれる。
【００９７】
　その後、図３４（ｄ）に示すように、ＱＦＮ４９の実装基板２７（図２３参照）への実
装時の実装性の向上を目的として封止部１２の裏面１２ａに露出するリード２の外装処理
を行う。これにより、メッキ部１３の厚さ分のスタンドオフを確保できる。なお、前記外
装処理は、Ｐｂ－Ｓｎ系半田による半田メッキ処理が望ましいが、Ｓｎ－Ａｇ系、Ｓｎ－
Ｚｎ系等のＰｂフリー半田によるメッキ処理でも良い。
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【００９８】
　その後、ステップＳ５に示す切断を行う。
【００９９】
　ここでは、タブ吊りリード４の露出部４ｂにおいてタブ吊りリード４を分割するととも
に、複数のリード２をマトリクスリードフレーム１４（リードフレーム）の枠部１４ａか
ら分離して、図３４（ｅ）に示すＱＦＮ４９を完成させる（ステップＳ６）。
【０１００】
　本実施の形態３のＱＦＮ４９およびその製造方法によれば、リード２に段差すなわち肉
薄部２ｂと肉厚部２ａとが設けられ、そのうち肉薄部２ｂが封止部１２に埋め込まれるこ
とにより、リード２のＱＦＮ高さ方向における封止部１２からの脱落を防ぐことができ、
したがって、リード２の封止部１２からの引き抜き防止を図ることができる。
【０１０１】
　また、タブ吊りリード４の露出する箇所である露出部４ｂと、リード２の露出する箇所
である肉厚部２ａとが同じ厚さに形成されていることにより、モールド時の金型クランプ
面を同一面にすることができる。
【０１０２】
　すなわち、タブ吊りリード４の露出する箇所（露出部４ｂ）と、リード２の露出する箇
所（肉厚部２ａ）とが異なった厚さである場合、その薄い側に封止用樹脂１１が入り込み
、リード切断時に金属とレジン（封止用樹脂１１）とを一緒に切断しなければならず、こ
の場合、不具合が発生し易いが、タブ吊りリード４の露出部４ｂとリード２の肉厚部２ａ
とが同じ厚さに形成されていれば、切断箇所に封止用樹脂１１が配置されることはなく、
リード切断をスムーズに行うことができる。
【０１０３】
　これにより、リード切断時の不具合の発生を抑えることができる。
【０１０４】
　（実施の形態４）
　図３５は本発明の実施の形態４の半導体装置の構造の一例を示す外観斜視図、図３６は
図３５に示す半導体装置の構造を示す底面図、図３７は図３５に示す半導体装置のＭ－Ｍ
切断線における断面図、図３８は図３５に示す半導体装置のＮ－Ｎ切断線における断面図
、図３９は図３５に示す半導体装置の組み立てにおけるワイヤボンディング時の状態の一
例を示す部分断面図である。
【０１０５】
　本実施の形態４の半導体装置は、実施の形態３で説明した半導体装置とほぼ同様のＱＦ
Ｎ５０である。
【０１０６】
　図３５～図３８に示すＱＦＮ５０の特徴は、複数のタブ吊りリード４が、タブ５を支持
する支持部４ａと、これに連結しかつ封止部１２の裏面１２ａに露出する露出部４ｂとを
備え、この露出部４ｂと支持部４ａにおいて露出部４ｂより支持部４ａが薄く形成されて
おり、かつ、タブ５を介して前記複数のタブ吊りリード４が連結されていることである。
【０１０７】
　すなわち、図３７に示すように、複数のタブ吊りリード４が相互にタブ５を介して繋が
った一体の状態のものであり、かつタブ吊りリード４に厚さの薄い箇所である支持部４ａ
と、厚い箇所である露出部４ｂとが形成されており、その際、図３６に示すように、タブ
吊りリード４における厚い箇所である露出部４ｂが封止部１２の裏面１２ａの４つのコー
ナ部の端部に配置されている。
【０１０８】
　これにより、タブ吊りリード４における支持部４ａが封止用樹脂１１によって覆われて
いるとともに露出部４ｂが封止部１２の裏面１２ａのコーナ部の端部に配置されている。
【０１０９】
　また、図３７に示すように、タブ５のチップ支持面５ａとタブ吊りリード４のチップ配
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置側の面４ｃとが同一の平坦な面に形成されている。
【０１１０】
　つまり、本実施の形態４のＱＦＮ５０は、タブ吊りリード４の封止部１２の裏面１２ａ
への露出を極力少なくして、タブ吊りリード４とこれに隣接するリード２とにおける実装
基板実装時の電気的ショートを防ぐものであり、したがって、タブ吊りリード４の封止部
１２のコーナ部の端部に露出する露出部４ｂ以外の箇所（支持部４ａ）を封止部１２内に
埋め込むものである。
【０１１１】
　したがって、タブ吊りリード４における厚い箇所である露出部４ｂは、封止用樹脂１１
が配置されずに金属のみからなる箇所を有しており、ここでタブ吊りリード４のリード切
断が行われる。
【０１１２】
　なお、タブ５のチップ支持面５ａとタブ吊りリード４のチップ配置側の面４ｃとが同一
の平坦な面に形成されるように、曲げ加工によるタブ上げ加工ではなく、エッチング加工
（ハーフエッチング加工）やコイニングなどのプレス加工によってタブ吊りリード４の支
持部４ａを露出部４ｂより薄く形成したものであり、したがって、タブ５とタブ吊りリー
ド４の支持部４ａとが、図３７に示すように、同じ厚さで形成されている。
【０１１３】
　例えば、タブ吊りリード４の露出部４ｂの厚さが０.2ｍｍ程度の場合、タブ５およびこ
れと同じ厚さの支持部４ａの厚さは、０.0８～０.1ｍｍ程度（削り量０.1～０.1２ｍｍ）
である。
【０１１４】
　また、半導体チップ８を支持するタブ５は、図３８に示すように、その大きさが半導体
チップ８より小さく形成されている。すなわち、ＱＦＮ５０は小タブ構造のものである。
【０１１５】
　したがって、ＱＦＮ５０では、タブ５と半導体チップ８とが銀ペーストなどの接着剤９
を介して半導体チップ８のパッド７より内側の箇所（位置）で接合（ダイボンド）されて
いる。
【０１１６】
　これにより、図３９に示すように、ワイヤボンディング時に、半導体チップ８の裏面８
ｂ（半導体集積回路が形成される主面８ａと反対側の面）の周縁部をボンディングステー
ジ２０によって確実に支持することができる。
【０１１７】
　なお、本実施の形態４のＱＦＮ５０の製造方法は、実施の形態３のＱＦＮ４９とほぼ同
じであるが、ダイボンディング工程において半導体チップ８とタブ５とを接合する際に、
半導体チップ８をそのパッド７より内側の箇所（領域）でタブ５と接合させる。
【０１１８】
　さらに、リード切断工程においてタブ吊りリード４の破断（切断）を行う際に、タブ吊
りリード４の露出部４ｂにおいて封止用樹脂１１を含まない金属のみを破断することにな
る。
【０１１９】
　本実施の形態４のＱＦＮ５０によれば、タブ吊りリード４におけるタブ５の支持部４ａ
が露出部４ｂより薄く形成されていることにより、支持部４ａを封止用樹脂１１によって
覆って封止部１２に埋め込むことができ、したがって、封止部１２の裏面１２ａのコーナ
部の端部のみに露出部４ｂを露出させた構造にすることができる。
【０１２０】
　これにより、封止部１２の裏面１２ａにおいてタブ吊りリード４の露出部４ｂと、これ
に隣接するリード２とのクリアランスを大きく形成することができ、かつ、タブ５が封止
部１２に埋め込まれているため、ＱＦＮ５０（半導体装置）を実装基板２７（図２３参照
）などに実装した際の電気的ショートを防止することができる。
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【０１２１】
　また、タブ吊りリード４において露出部４ｂが支持部４ａより厚いことにより、露出部
４ｂには封止用樹脂１１が配置されないため、タブ吊りリード４の切断時に封止用樹脂１
１を含まない露出部４ｂの金属のみを切断することになり、打痕不良の発生などを防ぐこ
とができ、これにより、タブ吊りリード切断における切断性を向上できる。
【０１２２】
　また、タブ５を介して複数のタブ吊りリード４が連結されていることにより、タブ５と
タブ吊りリード４とが一体に繋がり、かつそのチップ支持側の面が繋がった平坦な面によ
って形成されるため、タブ５自体の平面度を向上できる。
【０１２３】
　その結果、半導体チップ８のタブ５へのボンディング時の搭載を容易にできるとともに
、チップ接合性を向上できる。
【０１２４】
　また、タブ５と半導体チップ８とが半導体チップ８のパッド７より内側の箇所で接合さ
れていることにより、ワイヤボンディング時に、ボンディングステージ２０によって半導
体チップ８の裏面８ｂの端部付近を支持することができる。
【０１２５】
　したがって、ワイヤボンディング時に適切な超音波や熱をボンディング用のワイヤ１０
に印加することができ、これにより、ワイヤボンディングの信頼性や接合性を向上できる
。
【０１２６】
　（実施の形態５）
　図４０は本発明の実施の形態５の半導体装置におけるモールド終了時の構造の一例を封
止部を透過してその内部を示す部分平面図、図４１は図４０に示す半導体装置のＰ－Ｐ切
断線における断面図、図４２は図４０に示す半導体装置の組み立てに用いられるリードフ
レームの構造の一例を示す部分平面図、図４３は図４１のＴ部の構造を示す拡大部分断面
図、図４４は図４１のＴ部におけるリード切断方法の一例を示す拡大部分断面図、図４５
は図４０のＱ部のリード構造を示す図であり、（ａ）は底面図、（ｂ）は平面図、（ｃ）
は溝部断面図、（ｄ）は（ｂ）のＵ－Ｕ切断線における断面図、（ｅ）は（ｂ）のＶ－Ｖ
切断線における断面図、図４６は図４０のＱ部のリード構造の変形例を示す平面図である
。
【０１２７】
　本実施の形態５では、実施の形態４で説明したＱＦＮ５０などにおけるリード２の形状
についてその効果と合わせて説明する。
【０１２８】
　なお、図４０は、モールド終了時の封止部１２内の構造を封止部１２および半導体チッ
プ８をそれぞれ透過して示したものである。
【０１２９】
　また、図４０に示すタブ５は、十字形の小タブ構造（タブ５が半導体チップ８より小さ
い構造）のものである。
【０１３０】
　本実施の形態５の半導体装置では、複数のリード２のそれぞれが、封止部１２の裏面１
２ａの周縁部に露出する被接続部２ｃと、タブ５側の端部に被接続部２ｃより薄く形成さ
れた鍔状の肉薄部２ｂとを備えるとともに、それぞれのリード２にその被接続部２ｃの封
止部１２内に配置される露出側と反対側の面（以降、この面をワイヤ接合面２ｄという）
に内側溝部（溝部）２ｅおよび外側溝部（溝部）２ｆが設けられている。
【０１３１】
　なお、半導体チップ８のパッド７とこれに対応するリード２の被接続部２ｃのワイヤ接
合面２ｄとがワイヤ１０によって接続され、さらに、リード２の肉薄部２ｂが封止用樹脂
１１によって覆われているとともに、ワイヤ１０が被接続部２ｃに対して外側溝部２ｆと
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内側溝部２ｅとの間で接合されている。
【０１３２】
　ここで、本実施の形態５のリード２の肉薄部２ｂは、そのタブ側の端部がタブ５に向か
って僅かに突出するように鍔状に形成されたものであり、エッチング加工（ハーフエッチ
ング加工）やコイニングなどのプレス加工によって形成される。その際の突出量は、例え
ば、５０～１５０μｍ程度であり、この肉薄部２ｂによって、リード２のＱＦＮ高さ方向
に対する脱落を防止することができる。
【０１３３】
　つまり、リード２のＱＦＮ高さ方向への引き抜き防止を図ることができる。
【０１３４】
　また、リード２のワイヤ接合面２ｄに設けられた内側溝部２ｅは、ワイヤボンディング
時のボンディングポイントの目印である。すなわち、リード２のワイヤ接合面２ｄにおい
て肉薄部２ｂより外側の領域に内側溝部２ｅを形成しておくことにより、ワイヤ１０が肉
薄部２ｂで接合されることを防止できる。
【０１３５】
　なお、内側溝部２ｅは、ボンディングポイントの目印となる溝であるため、図４５に示
すように外側溝部２ｆと比べてその大きさは小さい。
【０１３６】
　一方、外側溝部２ｆは、リード２の切断時の切断応力を受ける箇所であり、図４４に示
すリード切断時に、ワイヤ１０の接合部に応力がかからないようにこの外側溝部２ｆに切
断応力を集中させる。
【０１３７】
　さらに、外側溝部２ｆは、リード２のワイヤ接合面２ｄに、図４３に示すワイヤ接合用
の銀メッキなどのメッキ層２ｌを形成する際にメッキ流れを阻止するものでもある。
【０１３８】
　すなわち、外側溝部２ｆによる溝形状の方が平坦面より絶対距離を長くすることができ
るため、前記メッキを形成する際のリークパス長さを長くしてメッキ流れを防ぐことがで
きる。
【０１３９】
　さらに、外側溝部２ｆによる溝形状の方が平坦面より絶対距離を長くすることができる
ため、封止部１２内への水分の浸入も防ぐことができる。
【０１４０】
　なお、図４５（ｂ）に示すように、外側溝部２ｆは、内側溝部２ｅよりもその大きさが
大きく形成されている。これにより、リード切断時の応力の集中とメッキ層形成時のメッ
キ流れ阻止とを確実に行うことができる。
【０１４１】
　ただし、外側溝部２ｆと内側溝部２ｅの大きさや形状は、特に限定されるものではなく
、例えば、図４６に示すように、両者ともほぼ同じ大きさの長円形の溝であってもよい。
【０１４２】
　また、図４５（ｄ),（ｅ）に示すようにリード２の側面には、その幅方向に僅かに突出
する鍔部２ｇが設けられている。
【０１４３】
　この鍔部２ｇにより、リード２のＱＦＮ高さ方向に対する脱落を防止することができる
。すなわち、リード２のＱＦＮ高さ方向への引き抜き防止を図ることができる。
【０１４４】
　さらに、リード２のワイヤ接合面２ｄに内側溝部２ｅと外側溝部２ｆが設けられている
ことにより、両溝部に封止用樹脂１１が入り込むため、リード２のその延在方向（ＱＦＮ
高さ方向と直角なＱＦＮ水平方向）に対する脱落を防止することができる。すなわち、リ
ード２のその延在方向への引き抜き防止を図ることができる。
【０１４５】
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　なお、本実施の形態５の半導体装置の製造方法では、ワイヤボンディング工程において
半導体チップ８のパッド７とこれに対応するリード２の被接続部２ｃとをワイヤボンディ
ングによって接続する際に、図４１に示すように、半導体チップ８のパッド７と、リード
２の被接続部２ｃにおける内側溝部２ｅおよび外側溝部２ｆの間の箇所とをワイヤ１０に
よって接続する。
【０１４６】
　また、内側溝部２ｅと外側溝部２ｆについては、必ずしも両者が設けられている必要は
なく、何れか一方の溝であっもよい。
【０１４７】
　例えば、リード２のワイヤ接合面２ｄに１つの溝である外側溝部２ｆのみが設けられて
いてもよく、その場合、ワイヤ１０が被接続部２ｃに対して外側溝部２ｆより内側で接合
されていることになる。
【０１４８】
　これにより、前記同様、リード切断時の応力の集中とメッキ層形成時のメッキ流れ阻止
との効果を得ることができる。
【０１４９】
　また、リード２のワイヤ接合面２ｄに１つの溝である内側溝部２ｅのみが設けられてい
てもよく、その場合、ワイヤ１０が被接続部２ｃに対して内側溝部２ｅより外側で接合さ
れていることになる。
【０１５０】
　これにより、内側溝部２ｅをワイヤボンディング時のボンディングポイントの目印とし
て的確な箇所にワイヤボンディングすることができる。
【０１５１】
　（実施の形態６）
　図４７は、実施の形態５で説明した図４０のＲ部の構造を示す拡大部分平面図である。
【０１５２】
　本実施の形態６では、実施の形態５と同様に、実施の形態４で説明したＱＦＮ５０など
におけるリード２の形状についてその効果と合わせて説明する。
【０１５３】
　本実施の形態６は、複数のリード２のうち、タブ吊りリード４に隣接してその両側に配
置されるリード２を取り上げ、このリード２のタブ吊りリード側の先端に、タブ吊りリー
ド４との間にこれに沿った間隙部２ｉを形成するテーパ部（切り欠き部）２ｈが設けられ
ている場合である。
【０１５４】
　このテーパ部２ｈは、エッチング加工やプレス加工などによってリードパターンを形成
する際の加工上必要な間隙部２ｉを形成するための切り欠きであり、加工上、例えば、リ
ード板厚の８０％程度の間隙が必要となる。
【０１５５】
　特に、ピン数が増えてタブ吊りリード間に配置されるリード２の密度が増えると、タブ
吊りリード４に隣接するリード２のタブ吊りリード側の先端がタブ吊りリード４に近接す
るため、タブ吊りリード４またはこれに隣接するリード２のパターン加工ができなくなる
。
【０１５６】
　したがって、タブ吊りリード４に隣接するリード２のタブ吊りリード側の先端に、間隙
部２ｉを形成するテーパ部（切り欠き部）２ｈを設けたことにより、タブ吊りリード４に
隣接して配置されるリード２のリードパターンを形成できるとともに、ピン数の増加にも
対応することができる。
【０１５７】
　（実施の形態７）
　図４８は、実施の形態５で説明した図４０のＳ部の構造を示す図であり、（ａ）は拡大
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部分平面図、（ｂ）は（ａ）のＸ－Ｘ切断線における断面図、図４９は、図４８（ａ）の
Ｗ部の構造を示す図であり、（ａ）は拡大部分底面図、（ｂ）は（ａ）の溝部断面図であ
る。
【０１５８】
　本実施の形態７では、実施の形態４で説明したＱＦＮ５０などにおけるタブ吊りリード
４の形状についてその効果と合わせて説明する。
【０１５９】
　本実施の形態７は、タブ５を支持する複数（４つ）のタブ吊りリード４に関し、それぞ
れのタブ吊りリード４が、封止部１２の裏面１２ａの端部に露出する露出部４ｂと、封止
部１２のモールドライン１２ｂ（外周部）の内側および外側にまたがる肉薄部である溝部
４ｄとを備えている場合である。
【０１６０】
　なお、タブ吊りリード４のモールドライン１２ｂに対応した付近には、モールド金型の
ゲート２６（図１９参照）が形成されており、したがって、この付近には封止用樹脂１１
が厚く形成されるため、リード切断工程においてタブ吊りリード４は破断（引きちぎり）
に近い切断となる。
【０１６１】
　したがって、この溝部４ｄは、リード切断工程におけるタブ吊りリード４の破断（切断
）が容易に行われるように応力を集中させるためのノッチ（切り欠き）であり、タブ吊り
リード４の封止部１２のモールドライン１２ｂに対応した箇所（モールドライン１２ｂの
内側および外側にまたがる領域）に形成して、タブ吊りリード破断時のきっかけを与える
ものである。
【０１６２】
　さらに、溝部４ｄは、図４８（ａ),（ｂ）に示すように、タブ吊りリード４のチップ配
置側の面４ｃと反対側の露出側の面に形成されている。
【０１６３】
　すなわち、溝部４ｄが、タブ吊りリード４の封止部１２の裏面１２ａ側（裏側）に相当
する面に形成されている。
【０１６４】
　これにより、封止用樹脂１１が溝部４ｄの中に入り込むことを防止でき、その結果、レ
ジン（封止用樹脂１１）屑浮遊による打痕不良の発生や、レジンカットによるパンチ摩耗
を防ぐことができる。
【０１６５】
　したがって、リード切断用のパンチ５４（図４４参照）の長寿命化を図ることができる
。
【０１６６】
　また、溝部４ｄは、図４９（ａ),（ｂ）に示すように、タブ吊りリード４の延在方向に
長い長円形に形成され、さらに、側壁４ｅによって囲まれている。
【０１６７】
　これは、モールド時の封止部１２の形成位置のずれを考慮したものであり、溝部４ｄを
タブ吊りリード４の延在方向に長い長円形（図４９（ａ）に示すようにＣＤ＞ＥＦとして
リード延在方向に細長い円形とする）に形成することによって、確実にモールドライン１
２ｂ上に溝部４ｄを配置するものである。
【０１６８】
　さらに、長円形の溝部４ｄのリード幅方向の両側部に、図４９（ａ）に示す側壁４ｅ（
ＪＫ）が形成されていることにより、溝部４ｄにレジン屑が入り込んだことによるリード
切断時のきっかけ妨害の発生を防ぐことができる。
【０１６９】
　さらに、側壁４ｅによって溝部４ｄへのレジン屑の侵入を防ぐことができるため、前記
同様、レジン屑浮遊による打痕不良の発生や、レジンカットによるパンチ摩耗を防ぐこと



(21) JP 2017-28333 A 2017.2.2

10

20

30

40

50

ができる。
【０１７０】
　なお、本実施の形態７の半導体装置の製造方法では、モールド工程において、タブ吊り
リード４の溝部４ｄと、封止部１２のモールドライン１２ｂ（外周部）とを対応させて樹
脂モールドして封止部１２を形成する。
【０１７１】
　すなわち、タブ吊りリード４における長円形の溝部４ｄがモールドライン１２ｂの内側
と外側とにまたがって配置されるように封止部１２を形成する。
【０１７２】
　これにより、リード切断（破断）時に、溝部４ｄによってその破断のきっかけを与える
ことができる。
【０１７３】
　（実施の形態８）
　図５０は本発明の実施の形態８の半導体装置の構造の一例を示す図であり、（ａ）は平
面図、（ｂ）は側面図、（ｃ）は底面図、図５１は図５０（ｃ）のＹ部の構造を示す拡大
部分底面図である。
【０１７４】
　本実施の形態８では、実施の形態４で説明したＱＦＮ５０と同様の図５０（ａ),（ｂ),
（ｃ) に示すＱＦＮ５１におけるリード２の封止部１２の裏面１２ａの周縁部に露出する
被接続部２ｃの長さと、タブ吊りリード４の封止部１２の裏面１２ａのコーナ部の端部に
露出する露出部４ｂの長さとの関係についてその効果と合わせて説明する。
【０１７５】
　本実施の形態８は、タブ吊りリード４の露出部４ｂの延在方向の長さが、リード２の被
接続部２ｃの延在方向の長さより短く形成されている場合である。
【０１７６】
　すなわち、図５１に示すように、タブ吊りリード４の露出部４ｂの長さ（ＬＸ）を極力
短くする。これは、同パッケージサイズにおいてリード数を増やすと、タブ吊りリード４
の露出部４ｂとこれの両側に隣接して配置されるリード２との距離が接近して実装基板実
装時の電気的ショートを引き起こす可能性が高くなるため、これを防止するものである。
【０１７７】
　したがって、タブ吊りリード４の露出部４ｂの長さ（ＬＸ）をリード２の被接続部２ｃ
の長さ（ＬＰ）より短く形成する（ＬＸ＜ＬＰ）。さらに、好ましくは、タブ吊りリード
４に隣接するリード２の被接続部２ｃとタブ吊りリード４の露出部４ｂとの距離（ＬＹ）
と、隣り合ったリード間の距離（ＬＺ）との関係を（ＬＹ）≧（ＬＺ）とする。
【０１７８】
　これにより、ＱＦＮ５１の実装基板実装時の半田などによる電気的ショート（ブリッジ
）の発生を防ぐことができる。
【０１７９】
　（実施の形態９）
　図５２は本発明の実施の形態９の半導体装置におけるモールド終了時の構造の一例を封
止部を透過してその内部を示す部分平面図、図５３は図５２に示す半導体装置のＺ－Ｚ切
断線における断面図、図５４は図５３のＡＢ部の構造を示す拡大部分断面図、図５５は図
５３のＡＢ部のリード切断方法の一例を示す拡大部分断面図である。
【０１８０】
　本実施の形態９では、タブ５の中心付近に向かってこれに接近して配置された延在部２
ｊを有した複数のリード２を備える半導体装置におけるリード２の形状についてその効果
と合わせて説明する。
【０１８１】
　なお、図５２は、モールド終了時の封止部１２内の構造を封止部１２および半導体チッ
プ８をそれぞれ透過して示したものである。
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【０１８２】
　本実施の形態９の半導体装置では、タブ５の周囲に配置された複数のリード２のそれぞ
れが、タブ５の中心付近に向かってタブ５に接近して配置された延在部２ｊと、封止部１
２の裏面１２ａの周縁部に露出する被接続部２ｃとを備えており、さらに、各リード２に
おける延在部２ｊが被接続部２ｃより薄く形成されて封止用樹脂１１によって覆われてい
るとともに、被接続部２ｃの封止部１２内に配置される露出側と反対側の面であるワイヤ
接合面２ｄにリード溝部（溝部）２ｋが形成されている。
【０１８３】
　なお、本実施の形態９の半導体装置は、ピン数の増加によるパッケージの拡大化や半導
体チップ８の縮小化などによってリード２と半導体チップ８との距離が長くなった際に、
各リード２のタブ側の端部にこれを延長させる延在部２ｊを設け、リード２と半導体チッ
プ８との距離が長くならないようにする構造のものである。
【０１８４】
　したがって、各リード２には、ワイヤ１０が接合し易いように、それぞれのタブ側の端
部にタブ５の中心付近に向かって（それぞれに対応するパッド７に向かって）延在部２ｊ
が設けられている。
【０１８５】
　すなわち、各リード２は、図５２に示すように、タブ５の近傍周囲から外方に向かって
放射状に延在した形状を成している。
【０１８６】
　これにより、パッケージの大きさが大きくなったり、半導体チップ８の縮小化が図られ
てもワイヤ長を長くすることがないため、コストアップを抑えることができる。
【０１８７】
　なお、EIAJ規格により、図５４に示すように、封止部１２の裏面１２ａに露出する被接
続部２ｃの長さ（ＬＰ）が定められているため、リード２に延在部２ｊを設けた場合、延
在部２ｊを封止部１２に埋め込まなければならず、本実施の形態９の半導体装置では、延
在部２ｊの位置を高めることなく（リード上げ加工を行うことなく）、延在部２ｊを被接
続部２ｃより薄く形成して封止部１２内に埋め込んだ構造としている。
【０１８８】
　すなわち、図５３、図５４に示すように、各リード２における延在部２ｊが、封止部１
２の裏面１２ａに露出する被接続部２ｃより薄く形成され、かつこの延在部２ｊはタブ５
とともに封止用樹脂１１によって覆われている。
【０１８９】
　なお、延在部２ｊが被接続部２ｃより薄く形成されたことにより、封止部１２の厚さ方
向へのリード２の脱落を防止することができる。
【０１９０】
　さらに、延在部２ｊは、図４１に示す鍔状の肉薄部２ｂと比較してこれより延在方向に
長い距離であるため、ワイヤボンディング時に延在部２ｊの下部にボンディングステージ
２０（図３９参照）を配置することも可能であり、ワイヤボンディング時に適正な超音波
や熱をワイヤ１０とリード２とに印加できる。
【０１９１】
　なお、延在部２ｊはエッチング加工（ハーフエッチング加工）や、あるいはコイニング
などのプレス加工によって薄く形成することが可能である。
【０１９２】
　また、各リード２の被接続部２ｃの封止部１２内に配置されるワイヤ接合面２ｄ（露出
側と反対側の面）の外側寄りの箇所には、図５４に示すように、リード溝部（溝部）２ｋ
が形成されている。
【０１９３】
　このリード溝部２ｋは、実施の形態５で説明した外側溝部２ｆ（図４３参照）と同じ機
能を有し、したがって、図５５に示すパンチ５４を用いたリード切断時に、ワイヤ１０の
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接合部に応力がかからないようにこのリード溝部２ｋに切断応力を集中させることができ
る。
【０１９４】
　さらに、リード溝部２ｋは、リード２のワイヤ接合面２ｄに、図５４に示すワイヤ接合
用の銀メッキなどのメッキ層２ｌを形成する際にメッキ流れを阻止することもできる。
【０１９５】
　さらに、リード溝部２ｋによる溝形状の方が平坦面より絶対距離を長くすることができ
るため、封止部１２内への水分の浸入も防ぐことができる。
【０１９６】
　また、モールドによってリード溝部２ｋに封止用樹脂１１が入り込むため、リード２の
その延在方向に対するリード２の脱落を防止することができる。すなわち、リード２のそ
の延在方向への引き抜き防止を図ることができる。
【０１９７】
　（実施の形態１０）
　図５６（ａ),（ｂ),（ｃ),（ｄ) 、図５７（ａ),（ｂ),（ｃ),（ｄ) および図５８（ａ
),（ｂ),（ｃ),（ｄ) は本発明の半導体装置の組み立てに用いられるリードフレームの加
工方法の一例であるエッチングによる加工方法を示す部分断面図である。
【０１９８】
　本実施の形態１０は、実施の形態１～９で説明した半導体装置のリード２およびタブ５
の加工方法の一例について説明したものであり、ここでは、エッチング加工（ハーフエッ
チング加工）について説明する。
【０１９９】
　なお、本実施の形態１０のエッチング加工に用いるエッチング液５２は、例えば、塩化
第二鉄溶液などであるが、これに限定されるものではない。
【０２００】
　図５６（ａ),（ｂ),（ｃ),（ｄ) は、例えば、図４５（ｅ）に示すようなリード２の断
面形状を形成する際の方法（手順）であり、また、図５７（ａ),（ｂ),（ｃ),（ｄ) は、
例えば、図４５（ｄ）に示すようなリード２の断面形状を形成する際の方法（手順）であ
る。
【０２０１】
　すなわち、図５６、図５７では、フォトレジスト膜５３が形成されていない箇所（図５
６、図５７に示すＡ箇所およびＢ箇所）の開口幅（開口面積）を変えることにより、リー
ド２の表裏面のエッチング量を調整し、これによって、それぞれの断面形状を得ることが
可能になる。
【０２０２】
　図５６に示す加工においては、Ａ≒ＢおよびＧ≒Ｈであるため、Ｃ≒Ｄ、Ｅ≒Ｆとなる
。
【０２０３】
　一方、図５７に示す加工においては、Ａ＜ＢおよびＩ＞Ｊであるため、Ｃ＜Ｄ、Ｅ＞Ｆ
となる。
【０２０４】
　また、図５８（ａ),（ｂ),（ｃ),（ｄ) は、例えば、図５３に示すようなタブ５の裏面
加工やリード２の延在部２ｊの薄肉化加工などを行う際の方法（手順）である。
【０２０５】
　すなわち、図５８（ａ) に示すように、タブ５などの加工面側のみを細かいピッチ（Ｂ
）でフォトレジスト膜５３を形成し、図５８（ｂ）に示すように、前記加工面側のみにエ
ッチング液５２を塗布することにより、図５３に示すようなタブ５の裏面加工やリード２
の延在部２ｊの薄肉化加工を実現できる。
【０２０６】
　（実施の形態１１）
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　図５９（ａ),（ｂ),（ｃ) 、図６０（ａ),（ｂ),（ｃ) および図６１（ａ),（ｂ),（ｃ
) は本発明の半導体装置の組み立てに用いられるリードフレームの加工方法の一例である
プレス方法を示す部分断面図である。
【０２０７】
　本実施の形態１１は、実施の形態１～９で説明した半導体装置のリード２およびタブ５
の加工方法の一例について説明したものであり、ここでは、コイニングなどのプレス加工
について説明する。
【０２０８】
　図５９（ａ),（ｂ),（ｃ) は、例えば、図５３に示すようなタブ５の裏面加工などを行
う際のプレス加工による方法（手順）であり、また、図６０（ａ),（ｂ),（ｃ) は、図５
３に示すようなリード２の延在部２ｊの薄肉化加工などを行う際のプレス加工による方法
（手順）である。
【０２０９】
　すなわち、両者とも、受け台５５によって支持されたタブ５あるいはリード２などをパ
ンチ５４によってコイニングして薄肉化加工するものである。
【０２１０】
　なお、この加工方法においては、素材加工の始めに前記コイニングを行ってもよいし、
あるいは、リードフレームパターン形成完了後に必要な箇所のみに対して前記コイニング
を行ってもよい。
【０２１１】
　また、図６１（ａ),（ｂ),（ｃ) は、例えば、図４５（ｄ）に示すようなリード断面形
状を形成する際のプレス加工による方法（手順）である。
【０２１２】
　すなわち、図６１（ａ）に示すように、受け台５５によって支持されたリード２などを
パンチ５４によりコイニングして薄肉化した後、図６１（ｂ),（ｃ）に示すように、不要
箇所を切断加工して必要なリード２の断面形状を取得することができる。
【０２１３】
　以上、本発明者によってなされた発明を発明の実施の形態に基づき具体的に説明したが
、本発明は前記発明の実施の形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲
で種々変更可能であることは言うまでもない。
【０２１４】
　例えば、前記実施の形態１～１１では、タブ５の形として円形や十字形のものを説明し
たが、タブ５の形状は、特に限定されるものではなく、図６２や図６４に示す変形例の半
導体装置に用いられる形状のものなどであってもよい。
【０２１５】
　図６２、図６３に示すタブ５は、４分割による小タブ構造を示しており、この場合、各
タブ５の水平方向（タブ吊りリード４に水平な方向）への伸縮性を向上できるため、その
結果、半導体装置の温度サイクル性を向上でき、したがって、チップクラックやパッケー
ジクラックなども低減できる。
【０２１６】
　また、図６４に示すタブ５は、枠状の小タブ構造を示しており、この場合、封止用樹脂
１１と半導体チップ８の裏面８ｂとの接合面積を増やすことができるため、半導体チップ
８の剥離などを低減できる。
【０２１７】
　なお、前記実施の形態１～１１では、リードフレームがマトリクスリードフレーム１４
の場合について説明したが、前記リードフレームは、単位リードフレーム１５を１列に配
置した多連のものであってもよい。
【０２１８】
　また、前記実施の形態１～１１では、半導体装置が小形のＱＦＮの場合について説明し
たが、前記半導体装置は、モールドによる樹脂封止形で、かつリードフレームを用いて組
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み立てるペリフェラル形のものであれば、ＱＦＮ以外の半導体装置であってもよい。
【産業上の利用可能性】
【０２１９】
　本発明は、電子装置および半導体装置に好適である。
【符号の説明】
【０２２０】
　　１　半導体装置
　　２　リード
　２ａ　肉厚部
　２ｂ　肉薄部
　２ｃ　被接続部
　２ｄ　ワイヤ接合面
　２ｅ　内側溝部
　２ｆ　外側溝部
　２ｇ　鍔部
　２ｈ　テーパ部
　２ｉ　間隙部
　２ｊ　延在部
　２ｋ　リード溝部
　２ｌ　メッキ層
　　３　単位リード部
　　４　タブ吊りリード
　４ａ　支持部
　４ｂ　露出部
　４ｃ　チップ配置側の面
　４ｄ　溝部
　４ｅ　側壁
　　５　タブ
　５ａ　チップ支持面
　５ｂ　裏面
　　６　段差部
　　７　パッド
　　８　半導体チップ
　８ａ　主面
　８ｂ　裏面
　　９　接着剤
　１０　ワイヤ
　１１　封止用樹脂
　１２　封止部
１２ａ　裏面
１２ｂ　モールドライン
　１３　メッキ部
　１４　マトリクスリードフレーム
１４ａ　枠部
　１５　単位リードフレーム
　１６　応力緩和スリット
　１７　ガイドピン
　１８　シリンジ
　１９　コレット
　２０　ボンディングステージ
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　２１　キャピラリ
　２２　下金型
　２３　上金型
　２４　キャビティ
　２５　ランナ
　２６　ゲート
　２７　実装基板
　２８　配線
　２９　接合材
　３０　外端部
　３１　内端部
　３２　角部
　３３　内部導出リード
　３４　タブ
　３５　リードフレーム
　３６　半導体チップ
　３７　ボンディングワイヤ
　３８　封止材
　３９　リードフレーム
　４０　吊りリード
　４１　タブ
　４２　半導体素子
　４３　電極
　４４　インナーリード部
　４５　金属配線
　４６　封止樹脂
　４７　外部端子
　４８　段差部
　４９，５０，５１　ＱＦＮ（半導体装置）
　５２　エッチング液
　５３　フォトレジスト膜
　５４　パンチ
　５５　受け台
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